
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
五
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
元
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の

整
理
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
二
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示

（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
医
療
機
器
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
医
療
機
器
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
基
準
）

（
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
基
準
）

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一

。
）
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が

項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
高
度
管
理
医

基
準
を
定
め
て
指
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
は
、
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲

療
機
器
は
、
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
同
表
の
中
欄
に

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
（
専
ら
動
物
の
た
め
に

掲
げ
る
も
の
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い

使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
医

る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
す
る
も

薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
高
度
管
理
医
療
機
器
の
形
状
、
構
造
及
び
原
理

律
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
機
器

、
使
用
方
法
又
は
性
能
等
が
既
存
の
高
度
管
理
医
療
機
器
（
別
表
第
一
に
お

の
基
準
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
二
号
。
以
下
「
基
本
要

い
て
「
既
存
品
目
」
と
い
う
。
）
と
実
質
的
に
同
等
で
な
い
と
き
は
、
こ
の

件
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
高
度
管

告
示
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

理
医
療
機
器
の
形
状
、
構
造
及
び
原
理
、
使
用
方
法
又
は
性
能
等
が
既
存
の

高
度
管
理
医
療
機
器
（
別
表
第
一
に
お
い
て
「
既
存
品
目
」
と
い
う
。
）
と

実
質
的
に
同
等
で
な
い
と
き
は
、
こ
の
告
示
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
削
る
）

一

法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療

機
器
の
基
準
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
二
号
。
以
下
「

基
本
要
件
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

二

別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
及
び
基
本
要
件
基
準
の
適
合
性
に
関

す
る
資
料
を
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
収
集
し
、
か
つ
、
作
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
資
料
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
調
査
又
は
試

験
に
お
い
て
得
ら
れ
た
結
果
に
基
づ
き
正
確
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ロ

イ
の
調
査
又
は
試
験
に
お
い
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第

一
項
の
認
証
の
申
請
に
係
る
医
療
機
器
に
つ
い
て
そ
の
品
質
、
有
効
性

又
は
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
を
疑
わ
せ
る
結
果
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は

、
当
該
結
果
に
つ
い
て
検
討
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
が
当
該
資
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料
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
資
料
の
根
拠
に
な
っ
た
資
料
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

三
第
一
項
の
認
証
を
受
け
る
ま
で
の
間
保
存
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。
た
だ
し
、
資
料
の
性
質
上
そ
の
保
存
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品
等
の
一
部
改
正
）

第
二
条

保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百

九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

五

告
示
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品

五

告
示
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品

イ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
同
法
第
十
九
条
の
二
第

イ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
第
九
項
（
同
法
第
十
九
条
の
二
第
五

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
事
項
（

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
事
項
（
用

用
法
、
用
量
、
効
能
又
は
効
果
に
限
る
。
）
の
一
部
変
更
の
承
認
（
以
下

法
、
用
量
、
効
能
又
は
効
果
に
限
る
。
）
の
一
部
変
更
の
承
認
（
以
下
「

「
医
薬
品
一
部
変
更
承
認
」
と
い
う
。
）
の
申
請
（
申
請
書
に
添
付
し
な

医
薬
品
一
部
変
更
承
認
」
と
い
う
。
）
の
申
請
（
申
請
書
に
添
付
し
な
け

け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
項
が
医
学
薬
学

れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
項
が
医
学
薬
学
上

上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し
な

公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し
な
い

い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
依
頼
し
て
実
施
さ
れ

合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
依
頼
し
て
実
施
さ
れ
た

た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
添
付
を
省
略
し
て
行
わ
れ
る

臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
添
付
を
省
略
し
て
行
わ
れ
る
も

も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
薬
事

の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
薬
事
・

・
食
品
衛
生
審
議
会
（
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十

食
品
衛
生
審
議
会
（
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七

七
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
を
い
う
。
第
七

号
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
を
い
う
。
第
七
号

号
の
二
イ
及
び
第
七
号
の
五
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
事
前
の
評
価
を
開

の
二
イ
及
び
第
七
号
の
五
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
事
前
の
評
価
を
開
始

始
し
た
医
薬
品
（
当
該
評
価
が
終
了
し
た
も
の
を
除
く
。
）

し
た
医
薬
品
（
当
該
評
価
が
終
了
し
た
も
の
を
除
く
。
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

七
の
二

告
示
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医

七
の
二

告
示
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医

療
機
器

療
機
器

イ

保
険
適
用
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法

イ

保
険
適
用
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
事
項
（
使

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
事
項
（
使

用
目
的
、
効
果
又
は
使
用
方
法
に
限
る
。
）
の
一
部
変
更
の
承
認
（
以
下

用
目
的
、
効
果
又
は
使
用
方
法
に
限
る
。
）
の
一
部
変
更
の
承
認
（
以
下

「
医
療
機
器
一
部
変
更
承
認
」
と
い
う
。
）
の
申
請
（
申
請
書
に
添
付
し

「
医
療
機
器
一
部
変
更
承
認
」
と
い
う
。
）
の
申
請
（
申
請
書
に
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
項
が
医
学
薬

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
料
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
項
が
医
学
薬

学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し

学
上
公
知
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
資
料
の
添
付
を
必
要
と
し

な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
依
頼
し
て
実
施
さ

な
い
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
依
頼
し
て
実
施
さ

れ
た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
添
付
を
省
略
し
て
行
わ
れ

れ
た
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
の
添
付
を
省
略
し
て
行
わ
れ
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る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
薬

る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
薬

事
・
食
品
衛
生
審
議
会
が
事
前
の
評
価
を
開
始
し
た
も
の

事
・
食
品
衛
生
審
議
会
が
事
前
の
評
価
を
開
始
し
た
も
の

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）
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（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
第
一

号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
第
一
類
医
薬
品
及
び
第
二
類
医
薬
品
の
一
部
改
正
）

第
三
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
第
一
類
医
薬
品
及
び
第
二
類
医
薬
品
（
平
成
十

九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

法
律
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
指
定
す
る
第
一
類
医
薬
品
及
び
第
二
類
医
薬
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

働
大
臣
が
指
定
す
る
第
一
類
医
薬
品
及
び
第
二
類
医
薬
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
類
医
薬
品

一

第
一
類
医
薬
品

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

ロ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
九
項
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
、

関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
八
項
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
、

同
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
造
販
売
の
承
認
の
条

同
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
造
販
売
の
承
認
の
条

件
（
以
下
「
承
認
条
件
」
と
い
う
。
）
と
し
て
当
該
承
認
を
受
け
た
者

件
（
以
下
「
承
認
条
件
」
と
い
う
。
）
と
し
て
当
該
承
認
を
受
け
た
者

に
対
し
製
造
販
売
後
の
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を
実
施
す
る
義
務
（
以

に
対
し
製
造
販
売
後
の
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を
実
施
す
る
義
務
（
以

下
「
調
査
義
務
」
と
い
う
。
）
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
そ
の
製

下
「
調
査
義
務
」
と
い
う
。
）
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
そ
の
製

造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日
後
調
査
期
間
（
承
認
条
件
と
し
て
付
さ
れ

造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日
後
調
査
期
間
（
承
認
条
件
と
し
て
付
さ
れ

た
調
査
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
経
過
し
て
い
る
も
の
を
除
く

た
調
査
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
経
過
し
て
い
る
も
の
を
除
く

。
）
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
同
一
性

。
）
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
、
効
果
等
が
同
一
性

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
調
査
義
務
が
課
せ
ら
れ

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
調
査
義
務
が
課
せ
ら
れ

て
い
る
医
薬
品
の
う
ち
、
調
査
期
間
に
一
年
を
加
え
た
期
間
を
経
過
し

て
い
る
医
薬
品
の
う
ち
、
調
査
期
間
に
一
年
を
加
え
た
期
間
を
経
過
し

て
い
な
い
も
の

て
い
な
い
も
の

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）
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（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
第
七
条
第
一
項

第
二
号
イ

及
び

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部
改
正
）

(15)

(22)

第
四
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
第
七
条
第

一
項
第
二
号
イ

及
び

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百

(15)

(22)

二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
九
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
二

法
律
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
九
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
二

号
イ

及
び

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各

号
イ

及
び

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各

(15)

(22)

(15)

(22)

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
般
用
漢
方
処
方
に
関
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

二

一
般
用
漢
方
処
方
に
関
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
（
同
条
第
十
三
項
及
び
第
十
九
条
の
二

五
号
）
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
（
同
条
第
九
項
及
び
第
十
九
条
の
二
第

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
査
に
係
る
基
準

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
査
に
係
る
基
準

- 10-



（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
第
一
項
第
五
号
の
規

定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
の
一
部
改
正
）

第
五
条

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別

表
   別

表

　
薬

剤
番

号
　

薬
剤

番
号

（
略

）
（

略
）

6

ベ
ド

リ
ズ

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

５
月

22
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

27
06

及
び

2
70

9
6

ベ
ド

リ
ズ

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

５
月

22日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

2706及
び

2709

7

リ
ラ

グ
ル

チ
ド

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

５
月

22
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

31
41

7

リ
ラ

グ
ル

チ
ド

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

５
月

22日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3141

8

ポ
マ

リ
ド

ミ
ド

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

５
月

2
2日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

1
4条

第
1
3
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

35
67

及
び

3
57

4
8

ポ
マ

リ
ド

ミ
ド

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

５
月

22日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3567及
び

3574

9

ロ
ミ

プ
ロ

ス
チ

ム
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
６

月
1
8
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

35
96

か
ら

3
59

9ま
で

9

ロ
ミ

プ
ロ

ス
チ

ム
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
６

月
18日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14条
第

９
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

3596か
ら

3599ま
で

1
0

ラ
ム

シ
ル

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

６
月

18
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

25
96

か
ら

2
59

8ま
で

、
26

03
及

び
2
60

4
10

ラ
ム

シ
ル

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

６
月

18日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

2596か
ら

2598ま
で

、
2603及

び
2604

1
1

オ
ラ

パ
リ

ブ
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
６

月
18日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

1
4条

第
13

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

33
81

、
3382、

3
39

1、
33

92
及

び
3
39

8
11

オ
ラ

パ
リ

ブ
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
６

月
18日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14条
第

９
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

3381、
3382、

3391、
3392及

び
3398

改
正
後

改
正
前

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

（
）
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（
略

）
（

略
）

エ
ヌ

ト
レ

ク
チ

ニ
ブ

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

２
年

２
月

21
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

1
4
条

第
1
3
項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

19
40

、
1941、

1
95

3及
び

19
64

エ
ヌ

ト
レ

ク
チ

ニ
ブ

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

２
年

２
月

21日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

1940、
1941、

1953及
び

1964

1
7

ト
リ

フ
ル

リ
ジ

ン
／

チ
ピ

ラ
シ

ル
塩

酸
塩

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

８
月

2
2日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

1
4条

第
13

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

24
80

、
2481、

2
48

8及
び

24
89

17

ト
リ

フ
ル

リ
ジ

ン
／

チ
ピ

ラ
シ

ル
塩

酸
塩

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

８
月

22日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

2480、
2481、

2488及
び

2489

1
8

エ
ベ

ロ
リ

ム
ス

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

８
月

2
2日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

1
4条

第
1
3
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

30
77

か
ら

3
07

9ま
で

18

エ
ベ

ロ
リ

ム
ス

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

８
月

22日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3077か
ら

3079ま
で

ダ
ラ

ツ
ム

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

８
月

22
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

35
75

ダ
ラ

ツ
ム

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

８
月

22日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3575

ダ
ラ

ツ
ム

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

1
2
月

20
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

35
75

ダ
ラ

ツ
ム

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

12月
20日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14条
第

９
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

3575

2
0

ボ
ル

テ
ゾ

ミ
ブ

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

８
月

2
2日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

1
4条

第
1
3
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

35
75

20

ボ
ル

テ
ゾ

ミ
ブ

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

８
月

22日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3575

16

1
9

19

1
6

（
略

）
（

略
）
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2
1

セ
ツ

キ
シ

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

９
月

20
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

25
36

、
2570及

び
2577

21

セ
ツ

キ
シ

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

９
月

20日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

2536、
2570及

び
2577

2
2

パ
ク

リ
タ

キ
セ

ル
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
９

月
20日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

1
4
条

第
1
3
項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

31
02

22

パ
ク

リ
タ

キ
セ

ル
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
９

月
20日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14条
第

９
項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3102

2
8

イ
キ

セ
キ

ズ
マ

ブ
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
1
1
月

2
2
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

30
05

28

イ
キ

セ
キ

ズ
マ

ブ
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
11月

22日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3005

2
9

エ
ク

リ
ズ

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

1
1
月

22
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

17
03

か
ら

1
70

6ま
で

29

エ
ク

リ
ズ

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

11月
22日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14条
第

９
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

1703か
ら

1706ま
で

3
0

エ
ロ

ツ
ズ

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

1
1
月

22
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

35
68

及
び

3
57

5
30

エ
ロ

ツ
ズ

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

11月
22日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14条
第

９
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

3568及
び

3575

3
1

オ
マ

リ
ズ

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

1
2
月

11
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

18
91

31

オ
マ

リ
ズ

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

12月
11日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14条
第

９
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

1891

3
2

セ
ル

ト
リ

ズ
マ

ブ
　

ペ
ゴ

ル
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
1
2月

2
0
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14条
第

1
3
項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

30
72

32

セ
ル

ト
リ

ズ
マ

ブ
　

ペ
ゴ

ル
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
12月

20日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3072

（
略

）
（

略
）
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3
3

ア
ベ

ル
マ

ブ
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
1
2
月

2
0
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

1
4
条

第
13項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

32
25

、
3226及

び
3230

33

ア
ベ

ル
マ

ブ
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
12月

20日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3225、
3226及

び
3230

3
4

Ａ
型

ボ
ツ

リ
ヌ

ス
毒

素
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
12月

20
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

33
05

か
ら

3
31

0ま
で

、
33

64
、

3365及
び

33
67

か
ら

3
36

9ま
で

34

Ａ
型

ボ
ツ

リ
ヌ

ス
毒

素
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
12月

20
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14条
第

９
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

3305か
ら

3310ま
で

、
3364、

3365及
び

3367か
ら

3369ま
で

3
5

セ
フ

ト
ロ

ザ
ン

硫
酸

塩
／

タ
ゾ

バ
ク

タ
ム

ナ
ト

リ
ウ

ム
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
1
2
月

20
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

1
4条

第
1
3
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

19
79

か
ら

1
98

4ま
で

、
19

87
か

ら
1
99

2ま
で

、
19

95
か

ら
2
00

0ま
で

、
20

03
か

ら
2
04

8ま
で

、
20

59
か

ら
2
09

4ま
で

、
21

07
か

ら
2
15

0ま
で

、
39

73
か

ら
3
97

5ま
で

及
び

39
77

35

セ
フ

ト
ロ

ザ
ン

硫
酸

塩
／

タ
ゾ

バ
ク

タ
ム

ナ
ト

リ
ウ

ム
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
12月

20日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

1979か
ら

1984ま
で

、
1987か

ら
1992ま

で
、

1995か
ら

2000ま
で

、
2003か

ら
2048ま

で
、

2059か
ら

2094ま
で

、
2107か

ら
2150ま

で
、

3973か
ら

3975ま
で

及
び

3977

3
6

ポ
リ

エ
チ

レ
ン

グ
リ

コ
ー

ル
処

理
人

免
疫

グ
ロ

ブ
リ

ン
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
1
2
月

20
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

1
4条

第
1
3
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

33
30

か
ら

3
36

0ま
で

及
び

33
64

か
ら

3
36

9ま
で

36

ポ
リ

エ
チ

レ
ン

グ
リ

コ
ー

ル
処

理
人

免
疫

グ
ロ

ブ
リ

ン
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
12月

20日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3330か
ら

3360ま
で

及
び

3364か
ら

3369ま
で

3
7

乾
燥

ス
ル

ホ
化

人
免

疫
グ

ロ
ブ

リ
ン

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

1
2
月

20
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

18
34

及
び

1
83

5
37

乾
燥

ス
ル

ホ
化

人
免

疫
グ

ロ
ブ

リ
ン

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

元
年

12月
20日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14条
第

９
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

1834及
び

1835

3
8

ニ
ン

テ
ダ

ニ
ブ

エ
タ

ン
ス

ル
ホ

ン
酸

塩
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
1
2
月

2
0
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

30
12

か
ら

3
01

4ま
で

38

ニ
ン

テ
ダ

ニ
ブ

エ
タ

ン
ス

ル
ホ

ン
酸

塩
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
12月

20日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3012か
ら

3014ま
で

3
9

ブ
レ

ン
ツ

キ
シ

マ
ブ

　
ベ

ド
チ

ン
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
1
2
月

20
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

1
4条

第
1
3
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

35
61

39

ブ
レ

ン
ツ

キ
シ

マ
ブ

　
ベ

ド
チ

ン
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
元

年
12月

20日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3561

（
略

）
（

略
）
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4
2

レ
ナ

リ
ド

ミ
ド

水
和

物
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
２

年
２

月
21

日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14

条
第

1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

35
41

、
3542及

び
35

53
か

ら
3
55

6ま
で

42

レ
ナ

リ
ド

ミ
ド

水
和

物
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
２

年
２

月
21

日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3541、
3542及

び
3553か

ら
3556ま

で

4
3

ｐ
Ｈ

4
処

理
酸

性
人

免
疫

グ
ロ

ブ
リ

ン
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
２

年
２

月
21

日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14

条
第

1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

35
39

及
び

3
59

6
43

ｐ
Ｈ

4処
理

酸
性

人
免

疫
グ

ロ
ブ

リ
ン

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

２
年

２
月

21日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3539及
び

3596

4
4

ア
レ

ク
チ

ニ
ブ

塩
酸

塩
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
２

年
２

月
21

日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14

条
第

1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

35
39

か
ら

3
54

2ま
で

及
び

35
51

か
ら

3
55

5ま
で

44

ア
レ

ク
チ

ニ
ブ

塩
酸

塩
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
２

年
２

月
21

日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

3539か
ら

3542ま
で

及
び

3551か
ら

3555ま
で

4
5

ニ
ボ

ル
マ

ブ
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
２

年
２

月
2
1
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

1
4
条

第
13項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

25
19

、
2520及

び
25

28
か

ら
2
53

0ま
で

45

ニ
ボ

ル
マ

ブ
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
２

年
２

月
21日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14条
第

９
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

2519、
2520及

び
2528か

ら
2530ま

で

ウ
ス

テ
キ

ヌ
マ

ブ
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

点
滴

静
注

用
に

限
る

。
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

２
年

３
月

2
5日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

27
15

か
ら

2
71

7ま
で

、
27

20
、

2721及
び

2724か
ら

2726ま
で

ウ
ス

テ
キ

ヌ
マ

ブ
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

点
滴

静
注

用
に

限
る

。
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

２
年

３
月

25日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

2715か
ら

2717ま
で

、
2720、

2721及
び

2724か
ら

2726ま
で

ウ
ス

テ
キ

ヌ
マ

ブ
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

皮
下

注
用

に
限

る
。

）
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
２

年
３

月
2
5日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

1
4
条

第
1
3
項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

27
15

か
ら

2
71

7ま
で

、
27

19
か

ら
2
72

2ま
で

及
び

27
24

か
ら

2
72

7ま
で

ウ
ス

テ
キ

ヌ
マ

ブ
（

遺
伝

子
組

換
え

）
（

皮
下

注
用

に
限

る
。

）
（

当
該

薬
剤

の
添

付
文

書
に

お
い

て
記

載
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

（
令

和
２

年
３

月
25日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14条
第

９
項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

2715か
ら

2717ま
で

、
2719か

ら
2722ま

で
及

び
2724か

ら
2727ま

で

4
7

デ
ュ

ピ
ル

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

２
年

３
月

25
日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

14
条

第
1
3項

の
規

定
に

よ
り

、
既

に
承

認
さ

れ
た

効
能

又
は

効
果

及
び

用
法

又
は

用
量

の
変

更
に

つ
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

18
92

47

デ
ュ

ピ
ル

マ
ブ

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

２
年

３
月

25日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

1892

46
4
6
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4
8

ア
フ

リ
ベ

ル
セ

プ
ト

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

２
年

３
月

2
5日

に
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

1
4条

第
13

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

18
07

か
ら

1
81

1ま
で

48

ア
フ

リ
ベ

ル
セ

プ
ト

（
遺

伝
子

組
換

え
）

（
当

該
薬

剤
の

添
付

文
書

に
お

い
て

記
載

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
（

令
和

２
年

３
月

25日
に

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
14条

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
、

既
に

承
認

さ
れ

た
効

能
又

は
効

果
及

び
用

法
又

は
用

量
の

変
更

に
つ

い
て

承
認

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

1807か
ら

1811ま
で

（
略

）
（

略
）
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（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項

第
一
号
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
を
定
め
る
省
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

品
目
ご
と
に
調
査
を
行
う
べ
き
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
一

部
改
正
）

第
六
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
を
定
め
る
省
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
品
目
ご
と
に
調
査
を
行
う
べ
き
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
医
療
機

す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
医
療
機

器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
を
定
め
る
省
令
第
二
条
第
一
項
の

器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
を
定
め
る
省
令
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
品
目
ご
と
に
調
査
を
行
う
べ
き
も
の
と
し
て
厚
生
労
働

規
定
に
基
づ
き
品
目
ご
と
に
調
査
を
行
う
べ
き
も
の
と
し
て
厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

大
臣
が
指
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外

法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
医
療
機
器
又
は
体
外

診
断
用
医
薬
品
の
区
分
を
定
め
る
省
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
品
目

診
断
用
医
薬
品
の
区
分
を
定
め
る
省
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
品
目

ご
と
に
調
査
を
行
う
べ
き
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
療
機
器

ご
と
に
調
査
を
行
う
べ
き
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
療
機
器

又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
及
び
再
製
造
単
回
使
用
医
療

又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
及
び
再
製
造
単
回
使
用
医
療

機
器
と
す
る
。

機
器
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）
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（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
廃
止
）

第
七
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二

十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
二
号
）
を
廃
止
す
る
。
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